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開    会 

 

○笹瀬会長 おはようございます。それでは、ただいまから電波監理審議会を

開会いたします。本日の２月期の会議につきましては、委員各位のスケジュー

ル等を踏まえまして、電波監理審議会決定第６号第５項のただし書に基づきま

して、委員全員がウェブによる参加とさせていただきました。 

 本日の議題は、お手元の資料のとおり、諮問事項７件、報告事項２件となっ

ております。 

 それでは、議事を開始いたしますので、情報流通行政局の職員の方に入室す

るよう、御連絡よろしくお願いいたします。 

 

（情報流通行政局職員入室） 

 

報告事項（情報流通行政局） 

 

（１）日本放送協会のインターネット配信業務の現状 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を開始いたします。 

 まず、報告事項「日本放送協会のインターネット配信業務の現状」につきま

して、横澤田配信サービス事業室長及び吉田情報通信作品振興課長から御説明

どうぞよろしくお願いいたします。 

○横澤田配信サービス事業室長 総務省配信サービス事業室長をしております

横澤田といいます。よろしくお願いいたします。それでは、最初の議題、ＮＨ

Ｋのインターネット配信業務の現状につきまして御説明をさせていただきます。
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お手元の資料１ページ目を御覧いただければと思います。 

 １ページ目はおさらいになりますが、令和６年の放送法改正によりまして、

ＮＨＫに対してインターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務をＮＨＫ

の必須業務とする改正を行いました。 

 具体的には、１ポツ（１）「必須業務の範囲」の下にあります①から③ですが、

①の放送番組の同時配信、②の見逃し配信、こちらは省令で１週間の見逃し配

信としております。そして③の番組関連情報の配信、この３点の配信をＮＨＫ

の必須業務としたところでございます。これまでこの改正放送法に基づく省令

や告示につきまして、電波監理審議会で御審議いただいてまいりましたので、

昨年１０月から施行されましたこの改正放送法に基づくＮＨＫのインターネッ

ト配信業務の現状につきまして御報告させていただく次第でございます。 

 ２ページ目を御覧いただければと思います。こちらが昨年１０月に施行され

て、必須業務化されたことに伴うＮＨＫのインターネット配信業務のサービス

の変化を表示したものでございます。左側が昨年９月までのサービス、右側が

昨年１０月以降のサービスとなっております。従前も、任意業務としてテレビ

の同時・見逃し配信、ラジオの同時・聴き逃し配信、その他ニュースや語学講

座、学校向けの教育番組の配信等が行われてまいりました。 

 右側、昨年１０月以降、新しく「ＮＨＫ ＯＮＥ」というサービスブランド

名称の下で統一的に提供されているところでございます。ラジオにつきまして

は、ウェブサイトやアプリは従前のものを引き継いでおりますが、テレビの同

時・見逃し配信や報道・防災情報といった番組関連情報の配信につきましては、

ウェブサイトとアプリを一新して、新たなサービスとして提供されているとこ

ろでございます。 

 ３ページ目を御覧ください。必須業務化に伴うサービスの変更も踏まえた、

現在ＮＨＫが実施しているインターネット配信業務の全体像になります。青字
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が必須業務として提供されている必要的配信業務、赤字が引き続き任意で提供

できるインターネット配信業務もございますので、任意的配信業務ということ

で全体像をお示ししております。 

 まず青字の必要的配信業務ですが、青枠で囲われている３か所、ＮＨＫプラ

ス、ＮＨＫ ＯＮＥニュース・防災、ＮＨＫ ＯＮＥ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ

につきましては左下に注釈がありますとおり、サービスを利用した場合には受

信契約の対象となりますので、最初にアカウント登録が求められ、アカウント

登録や受信契約が確認できない方には、受信契約やアカウント登録のお願いメ

ッセージが表示されるという仕様になっております。ＮＨＫプラスにつきまし

ては、地上波、総合・教育の放送番組の同時配信と１週間の見逃し配信を行う

サービスでございます。従前も「ＮＨＫプラス」という名称で同様のサービス

が行われておりまして、昨年９月末の時点で約６６８万のユーザー登録があり

ましたが、現在、ＮＨＫ ＯＮＥへのアカウント移行をされている件数は、昨

年末時点で約２５５万件という現状となっております。 

 その他、ＮＨＫ ＯＮＥニュース・防災が災害情報や主要ニュースの同時配

信、見逃し配信、ＮＨＫ ＯＮＥ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌが教育番組の見逃し

配信等々を行っているところでございます。 

 中段、任意的配信業務につきましては、受信料を使っている任意業務と有料

の任意業務とございまして、受信料を使っている任意的配信業務につきまして

は、ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ、らじる★らじる、ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏ

ｏｌ、ＮＨＫゴガクといった必要的配信業務と同様に提供されているものでご

ざいます。 

 一番下、有料の任意業務は「ＮＨＫオンデマンド」というサービス名称で以

前から提供されているものでして、１週間を過ぎた番組につきまして、受信料

とは別料金でサービスが提供されているところでございます。こちらにつきま
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しては、昨年末時点で約３７４万の会員登録があるというところでございます。 

 ４ページ目でございます。こちらにつきましては、説明者を交代させていた

だきます。 

○吉田情報通信作品振興課長 情報通信作品振興課長の吉田でございます。４

ページのみ御説明申し上げます。ネット配信の状況を２０２５年１０月のデー

タを基に御説明いたします。 

 地上テレビ放送に関して、２０２５年１０月の１か月間を調査したものでご

ざいます。そもそも総合テレビ・Ｅテレでは、制作段階から、放送だけでなく

配信の権利の取得や過去番組の権利の取得等を進めて、配信率は２０２０年の

ＮＨＫプラス開始当時は、同時配信は総合テレビ９割、Ｅテレ５割であったの

が現在は拡大をしているというものでございます。下の図のとおり、同時配信

と見逃し配信の配信率、配信した放送番組の総時間割ることの総放送時間とい

う比率を出してございます。 

 一部の番組が配信できなかった理由というのは、過去番組の再放送に当たり

まして、期日までに権利者の許諾が得られなかったというものや、スポーツや

アニメ等、第三者が既に配信権を取得している等の理由で、権利者の許諾が得

られなかった等の理由がございます。この図にありますように、ＮＨＫ総合で

は同時配信では９９.６％が配信され、見逃し配信では８８.３％が配信、残り

のパーセンテージが配信されなかったというものでございます。いわゆるフタ

かぶせというものでございます。Ｅテレでは９９.６％、見逃しでは６５.９％

というものでございます。 

 地上ラジオ放送・国際放送に関しましても、２０２５年１０月から１週間の

間調べたものでございます。地上ラジオ放送については、一部を除き、ほぼ全

ての番組で同時配信を行っております。見逃し配信についてもおおむね配信を

行っているところですが、気象情報番組等、過去の情報を音声のみで聴き逃し
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配信を行うと、現在の情報と誤認するおそれがあるため行っていないもの等が

ございます。また、多言語ニュース等はラジオのサイト等では行っていないと

いうものでございます。 

 国際放送に関しましては、外国人向け英語テレビ放送や邦人向け日本語ラジ

オ放送での権利取得を進め、ほぼ全ての番組について同時配信・見逃し等の配

信を行ってございます。外国人向け、邦人向けラジオ放送については全ての番

組を配信しているというものでございます。 

 ＮＨＫにおけるネット配信の状況についての御報告は以上でございます。 

○横澤田配信サービス事業室長 続きまして、５ページ目でございます。この

ページ自体はおさらいになりますが、ネット配信を猶予する放送番組というこ

とで、改正放送法の中に、原則としてＮＨＫは全ての放送番組を配信するとい

うところが必須業務とされておりますけれども、配信の実施のため、なお準備

または検討を必要とする放送番組として総務大臣が指定するものにつきまして

は、当分の間その配信を猶予することができる規定がございます。この規定に

基づきまして、具体的に猶予する対象の放送番組を、本文冒頭にあります告示

で指定をしてございます。告示につきましては、昨年７月に電波監理審議会か

ら答申をいただいて、８月に公布したものでございます。猶予の中身につきま

しては、下の図を御覧いただければと思います。 

 青色の部分が配信を実施する放送番組で、グレーの部分が配信を猶予する、

配信がされていない番組になります。左側の地上波ラジオ、真ん中の地上波テ

レビにつきましては、基本的に関東広域圏、南関東圏以外の地方の放送番組に

つきましては、原則として放送を猶予しております。ただし、その中で、生命

又は身体の安全の確保に係る情報、緊急時のニュースのようなものの同時配信

や、一定の時間帯の番組の見逃し配信、特定の単発の特集番組の見逃し配信と

いったものは行うことになっております。また、右側の衛星放送の番組につき
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ましては、一律全て配信を猶予することになってございます。 

 ６ページでございます。配信の猶予につきまして、放送法で同様に、配信を

行う放送番組の範囲の拡大については、ＮＨＫにおいて継続的に検討を行い、

少なくとも年１回、その検討の結果を総務大臣に報告をすること、そして、先

ほどのページの告示において、初回の報告を令和７年１２月末日までにするこ

とと定めてございます。そして、実際に昨年１２月２４日にＮＨＫから初回の

報告がございましたので、その概要につきまして６ページで御報告させていた

だきます。 

 表の左側が地方向け放送番組について、右側が衛星放送番組について、上段

が実施に当たっての課題、下段が配信の拡大についての検討状況という構成で

ございます。 

左上から、地方向け放送番組の実施の課題でございます。設備の課題、運用

体制の課題、実施に係る費用という構成となっております。まず、地上テレビ

放送の設備につきましては、いわゆる「フタかぶせ設備」、権利許諾が得られず

一部隠す必要がある画像、映像を隠すための処理をする設備が各拠点放送局と

各地方の放送局には現状ないということで、この整備が必要になります。また、

ラジオにつきましては、そもそも放送番組をデジタル信号として配信基盤に送

り込む設備、そしてフタかぶせ設備が各地方の放送局にはないということで、

この整備が必要になります。さらに運用体制では、設備を導入するだけではな

く、それを運用するオペレーター、そしてその管理をする人員といった対応要

員の配置が全国で必要というところでございます。これらに係る費用をＮＨＫ

で試算をしたところ、年間数十億を要するとなっております。 

 これを踏まえて、配信の拡大についての検討状況でございます。地方向け放

送番組の配信の完全実施には、上記のとおり経営資源の配分の見直しが必要と

なることから、令和９年度からの次期経営計画の期間にかけて、設備や運用体
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制について、要員や費用を含めて実現が可能な方法の検討を進め、段階的な拡

充も図りながら実施に向けた計画を策定する。現在は、配信の運用状況等を通

じて知見を蓄積している段階で、これらの知見を踏まえて検討を継続しており、

次期経営計画の検討に合わせて検討を加速するとされております。 

 右側の衛星放送の番組についてでございます。まず、課題としては、配信権

の確保に係る課題ということで、特に外国からの購入番組やスポーツなど配信

権が確保できない又は相当高額な費用になることが想定される番組が多くなっ

ております。また、設備及び運用体制についても同様でございまして、現状Ｂ

Ｓにつきましては、ＢＳ（２Ｋ）、ＢＳプレミアム４Ｋ、ＢＳ８Ｋの３波ござい

まして、それぞれの配信について設備と運用体制が必要となります。これらの

実施に係る費用は、少なくとも年間数十億円を要するという試算となっており

ます。 

 こちらの拡大についての検討状況でございます。基本的には同様となります

が、権利確保、設備、運用体制の課題に対応するには経営資源の配分の見直し

が必要となることから、次期経営計画（令和９年度～）の期間にかけて、配信

での動画視聴が定着した時代における各波の役割や権利取得の可能性、設備や

運用体制について、実現が可能な方法の検討を進め、実施に向けた計画を策定

するということでございます。現在は、課題について検討を進めているところ

で、次期経営計画の検討に合わせて令和８年度に検討を加速するとされており

ます。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、御意見、御質問をよ

ろしくお願いいたします。順番にお伺いしていきます。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 御説明ありがとうございました。放送番組の範囲の拡大のとこ
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ろで御説明にありましたとおり、地方向け放送番組も衛星放送の番組に関して

も、それぞれかなりのコストや人員が必要だということですので、今、メディ

アも視聴者のニーズも多様化しているという流れの中で、この辺りがどのよう

な形で効率的に、コストダウンした形で対応できるのかという検討は、引き続

きしっかりと進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。今の御意見に何かコメントござ

いますか。 

○横澤田配信サービス事業室長 特にございません。御意見ありがとうござい

ます。受け止めさせていただきます。 

○笹瀬会長 よろしくお願いします。 

 それでは、長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。ありがとうございます。ＮＨＫもいろいろ御事情があ

るとは思いますが、地方向けの番組については、その地方に住んでいらっしゃ

る方にしてみれば、それが自分たちがいつも見ている放送になります。見逃し

配信として見るということであれば、やはりそれがきちんと行われていくこと

は大切だと思いますので、同じような受信料を負担して見ているわけですので、

そこはぜひ努力をして実現していただきたいなと思っています。 

 あとは、ＮＨＫ ＯＮＥのこの仕組みができたということを、ＮＨＫの放送

を通してはいろいろ御紹介されていますけれども、それ以外の場所でも認知を

広めていく努力もぜひしていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 御説明ありがとうございます。西村です。私から１点お伺いさせ
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ていただければと思っております。一番最後で御説明いただきました必須業務

化の中での猶予放送番組でございますけれども、これまでに視聴者を含め、苦

情や対応必要案件等はＮＨＫから報告等は上がっておりますでしょうか。もし

なければなかったということで今のところはよかったのかなと思いますが、も

しございましたら御教示いただければと思います。 

 以上です。 

○横澤田配信サービス事業室長 ありがとうございます。番組が猶予されてい

る、一部の番組が配信されていないことについての苦情は、特段ＮＨＫからも

聞いておりませんし、我々のほうにも寄せられていない現状と承知しておりま

す。 

○西村委員 分かりました。さはさりながら、長田委員が御指摘のとおり、や

はり必須業務化の中での猶予放送番組という例外でございますので、この点、

ＮＨＫに対してのモニタリングを含めた対応をよろしくお願いできればと思い

ます。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。私からは特にコメントございませ

ん。既に他の委員からコメントされている内容に同意するものでございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。私から１点お伺いします。地方

向け放送や衛星放送に関して検討はこれからだということですが、これは放送

なのでニーズを測りにくいと思いますところ、登録者の中から地方向け放送や

衛星放送を見たいという要望に対するフィードバック、もしくはどれぐらいの

方がそういう希望をされているかという情報は取得される予定なのでしょうか。 

○横澤田配信サービス事業室長 ありがとうございます。少なくとも現状、登
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録者の方々からの要望は承知しておりません。今後取得していくという予定も

特段聞いておりませんが、重要な御指摘だと思いますので、ＮＨＫと相談して

まいりたいと思います。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 少なくとも年間数十億円のお金がかかるということですので、や

はりコスト的なものも考える必要があると思います。ぜひ費用対効果のような

データを取れるものがあれば取っていただいて、円滑に進めていただければと

思います。 

 以上です。 

○横澤田配信サービス事業室長 かしこまりました。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 その他、御質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で本報告事項を終わります。どうもありがとうございました。 

○横澤田配信サービス事業室長 ありがとうございました。失礼します。 

○笹瀬会長 以上で情報流通行政局の議事を終了いたしましたので、情報流通

行政局の職員の方に退室よろしくお願いします。 

 続きまして、総合通信基盤局の議事に入りますので、総合通信基盤局の職員

の方に入室するよう御連絡よろしくお願いいたします。 

 

（情報流通行政局職員退室） 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

（１）電波法施行規則等の一部を改正する省令案（Ｋａ帯非静止衛星通信シス

テムの導入に係る制度整備）（諮問第２号） 
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○笹瀬会長 それでは、議事を再開いたします。諮問第２号「電波法施行規則

等の一部を改正する省令案（Ｋａ帯非静止衛星通信システムの導入に係る制度

整備）」につきまして、山野基幹・衛星移動通信課長から御説明どうぞよろしく

お願いいたします。 

○山野基幹・衛星移動通信課長 基幹・衛星移動通信課の山野でございます。

よろしくお願いいたします。それでは、諮問第２号に関しまして、資料に基づ

き説明を申し上げます。 

 まず、冒頭１ページ目でございますけれども、先ほど笹瀬会長からもござい

ましたＫａ帯、いわゆる１７ＧＨｚから３０ＧＨｚ辺りを使用します非静止の

衛星通信システム、いわゆる衛星コンステレーションを使用したシステムの導

入に関する制度整備となります。この後、３ページ目以降に詳細がございます

ので、１ページ目、２ページ目は飛ばさせていただきます。 

 それでは、資料の３ページ目を御覧ください。検討の背景からになります。

まず、先ほど御説明した低軌道に多数の衛星を打ち上げまして、一体的に運用

する、いわゆる衛星コンステレーションのシステムでございますが、これまで

総務省では、上の囲みに書いてございますとおり、例えば高度１,２００キロメ

ートルの軌道を使用しますＫｕ帯の非静止のシステム、こちら、ワンウェブが

サービス提供を既に開始しているもの、それから、その次にございます高度５

００キロメートル辺りを利用します、同じくＫｕ帯のシステム、こちら、スタ

ーリンクでございますが、これらの制度整備を行ってきて、既にサービスが提

供されているところでございます。 

 今回、アマゾンが、少し前の名称ではＡｍａｚｏｎ Ｋｕｉｐｅｒと呼んで

いたシステム、現在はＡｍａｚｏｎ Ｌｅｏという名称に変更していますが、

このＡｍａｚｏｎ Ｌｅｏを使ったＫａ帯の衛星コンステレーションシステム

について、我が国でもサービス開始が計画されております。早ければ今年、年
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内にもという計画でございます。これらを今回、アマゾンの計画に基づきまし

て、我が国でもサービス導入が可能となるように、情報通信審議会におきまし

て令和６年１月から技術的な検討を行ってまいりました。昨年末、令和７年１

２月に情報通信審議会から技術的条件に関する一部答申を受けたところでござ

います。今回の諮問でございますが、この一部答申を踏まえまして、技術的条

件を省令以下に落とし込んだものを一部改正案として作成したものとなります。 

 次の４ページ目を御覧ください。このシステムのユースケースを幾つか示し

ております。一般家庭向けのいわゆる衛星ブロードバンド通信をはじめとしま

して、例えば携帯電話ネットワークのバックホール、基地局のバックホール回

線としての利用や、災害時などの緊急時に予備回線として活用するなど、様々

な場面での利用が想定されているシステムとなります。既にサービスが始まっ

ておりますスターリンクと比べても、ビットレート、通信速度がかなり速いと

いうところを売りにしているとアマゾンからは聞いているところでございます。 

 次の５ページ目を御覧ください。本システムに関わる人工衛星でございます

が、資料に記載してございますとおり、高度が５９０キロメートル、６１０キ

ロメートル、６３０キロメートルの３つの軌道上に最大３,０００基を超える

衛星を配備いたしまして、これらをコンステレーションとして運用する計画に

なってございます。これらの衛星一つ一つが地上に半径約１０キロメートルの

セルを下ろしてきまして、このセルを日本の国土に敷き詰めることで日本全体

をカバーする計画となってございます。なお、周波数帯はサービスリンク、フ

ィーダーリンクともに、同じＫａ帯を使う予定でございます。 

 続きまして、６ページ目を御覧ください。今回改正しようとしております省

令の一覧でございます。４つ省令がございますけれども、まず１つ目、電波法

施行規則でございます。このシステムを地上のデバイス、いわゆる地球局と呼

んでいるものでございますが、この地球局を包括免許制度の対象とするために、
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第１５条の３を改正いたしまして、特定無線局とする旨の規定を追加するとい

うものです。 

 次の無線局運用規則でございますが、このシステムの運用上の、例えば電波

発射の仰角に関する規定等を追加するために第２６２条の６を改正予定となっ

てございます。 

 続きまして、無線設備規則でございます。幾つかございますが、まず、この

システムのデバイス側、受信設備側が副次的に発する電波の強度の限界値等を

規定するため第２４条を改正しています。また同じく、この無線設備の技術基

準を規定するため、具体的にはＶＳＡＴ、ベリースモールアンテナターミナル

でございますが、この地球局側の技術基準を規定している第５３条の３、こち

らに規定を追加する改正をしています。また、その下でございますが、同じく

スプリアス発射の許容値も規定する必要がございますので、別表第３号を改正

する内容となっています。 

 続きまして、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則でございます。

こちら、地球局側を技術基準適合証明制度の対象とするという必要がございま

すので、第２条を改正いたしまして、特定無線設備とする旨の規定を追加する

こととしてございます。 

 一番下の電波法関係審査基準は訓令でございまして、こちらも併せて改正い

たします。諮問の対象外ではございますが、本システムを導入するに当たりま

して、無線局審査に係る審査基準も規定することとしまして、これも同様に、

先日パブリックコメントを募集したところでございます。 

 続いて７ページ目を御覧ください。本電波監理審議会の諮問の前に、昨年１

２月から、先月１月２３日までパブリックコメントを実施いたしました。先ほ

ど御説明した訓令、審査基準も含めて募集してございます。合計で５件の意見

提出がございましたが、おおむね賛成意見でございます。 



-14- 

 次のページから詳細を書いてございますが、まず１つ目、アマゾンが賛成の

御意見、その次にございますＮＴＴドコモからも同様に賛成の御意見をいただ

いております。次の３つ目、スカパーＪＳＡＴからは、諮問の対象ではありま

せんが、先ほど御紹介した電波法関係審査基準について内容の確認の御意見を

いただいてございます。具体的には、国際調整の遵守等、関係審査基準で規定

をしているものでございますけれども、例えば、ＩＴＵの無線通信規則、ＲＲ

と呼んでいるものでございますが、こちらで静止衛星のシステムを保護するた

めに今回導入するこの非静止のシステムから出てくる電波の強度、ＥＰＦＤ、

等価電力束密度で規定してございますが、こちらをいわゆる免許審査の際に、

きちんと制限値の考え方等が先日の情報通信審議会からの技術的条件の内容に

合っているかということを確認するような内容でございます。 

 こちらにつきましては、総務省の考え方を右側に書いてございますけれども、

スカパーＪＳＡＴの認識のとおりということで、考え方は同じですという旨を

回答してございます。具体的には、審査する際に電波法関係審査基準にきちん

と規定をしましてチェックしていくということとなります。 

 その下に、ビー・エム・ダブリューからの４件目の御意見がございます。こ

ちらは、６ＧＨｚ帯までの衛星通信システムでニーズを満たすということが見

込まれるが、将来的には今回のＫａ帯とか、それから若干周波数帯が低いＫｕ

帯の衛星通信システムも利用する可能性があるというような御意見でございま

して、今後の検討の参考にさせていただくこととしてございます。 

 最後、５番目は個人の方からですけれども、賛成の御意見となっております。 

 続いて１０ページ目から１２ページ目までに参照条文をつけてございまして、

１３ページ目からが諮問書となります。この諮問書の次のページ以降に、具体

的な４つの省令、関係審査基準、訓令でございますが、これらの改正条文をつ

けてございますが、説明は割愛させていただきます。 
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 なお、最後に１点補足させていただきます。４つの改正省令のうちの一番最

後、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の改正でございますが、

電波法の規定に基づきまして、事前に経済産業大臣への意見聴取及び協議が必

要となってございます。これについて、経済産業省に事前に協議をいたしまし

て、異論のない旨、経産省から回答を得ているものでございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見よろ

しくお願いします。順番にお伺いしていきます。 

 まず、大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 御説明ありがとうございました。適正な改正内容だと思います。

同意をいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございます。長田も同意いたします。特に質問ござい

ません。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 西村も同意いたします。１点お伺いさせていただきたい点がござ

います。今回、Ｋａ帯の非衛星通信システムの導入ということでございますが、

いわゆるＮＴＮとの関係、特に今実際にサービスが運用されております衛星ダ

イレクト通信、これからの予定のＨＡＰＳとは、どういう関係にあるのでしょ

うか。その上で、先日、たしか総務省でも情報通信成長戦略官民協議会という

のが開かれたかと思うのですが、その際にもＮＴＮ系の話が出ていたかと思い

ます。一度、これは後日の対応で結構でございますが、要望といたしまして、

そのほかのこういった非地上系、ＮＴＮ、これらの横断的な比較というものを
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お教えいただければと思っております。私からの質問というのが、衛星ダイレ

クト通信との違い、何が特に違うのかというのを教えていただければと思いま

す。お願いいたします。 

○山野基幹・衛星移動通信課長 ありがとうございます。簡単に御説明させて

いただきますと、今回導入するＡｍａｚｏｎ Ｌｅｏのシステムでございます

が、こちらは衛星ダイレクト通信ではありませんでして、いわゆる専用のアン

テナと端末を用意して、そこから、例えばパソコンにつなぐＷｉ－Ｆｉ等、そ

ういった使い方を想定しているサービスでございます。衛星ダイレクトの場合、

スマートフォンなどが直接衛星と通信をしまして、地上の携帯の基地局とつな

がるのと同じように、衛星まで届くので大分電波は弱くなりますが、直接通信

をするというものでございます。 

 衛星ダイレクト通信は、地上の携帯網がエリア外のところ、例えば半島や島、

少し海に出たところ等、地上の基地局でカバーできてないところをエリア的に、

面的にカバーするというところで大変ニーズが高まっており、既にスターリン

クを使ったサービスも導入されているところでございます。ただ、スマートフ

ォン等が直接衛星と通信しますので、どうしてもビットレート、通信速度が出

ないという側面があり、現在はテキストベースもしくは一部のアプリでデータ

通信ができるというところでございまして、まだ音声や動画通信は難しいとこ

ろでございます。面的にカバーできるというところがメリットでございます。 

 一方、こちらのＡｍａｚｏｎ Ｌｅｏ、Ｋａ帯を使ったシステムでございま

すが、スマートフォンで直接通信はできないものの、地上に地球局と呼ばれる

アンテナ等を置きまして、最大１Ｇｂｐｓとアマゾンからは聞いておりますが、

相当速いスピードが出るものでございます。スマートフォンは直接つながらな

いものの、１Ｇｂｐｓ程度でございますので、例えば、地上の地球局からＷｉ

－Ｆｉを吹いて、そこにスマートフォンをつなぐような、バックホールと申し



-17- 

ますが、太い回線として使うというような用途も想定されますし、ＢｔｏＢで

利用されるケースも相当あるかなと考えてございます。ですので、衛星ダイレ

クトに比べると速度が速いもので、どちらもメリット、デメリットはございま

す。併せて、ＮＴＮの低軌道、静止軌道、ＨＡＰＳのようなもっと低い軌道で

基地局が空を飛んでいるようなものもございますので、合わせ技で地上のネッ

トワークを補完していく、サポートしていく、いずれは衛星がメインになる時

代が来るとは思うものの、今はまだ地上系サービスのサポートが足りないとこ

ろを補うというところの利用がメインなのかなと思います。そのために、様々

なサービスが出てくることが望ましいと考えてございます。今回は衛星ダイレ

クトではございませんが、１つまた出てくるという位置づけでございます。 

○西村委員 よく分かりました。ありがとうございます。また、引き続きお教

えいただければと思います。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。省令案には賛同いたします。これ

からまた、こちらのシステムについても利用の頻度が上がっていくのかなとい

う印象を持ちました。１事業者が独占することがないよう、公正な電波の利用

がなされるよう、引き続き総務省においても状況を見守っていっていただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。私から２点お伺いします。 

 １点目は、これはＫａ帯で、これらのＫｕ帯と違って周波数帯が少し高いた

め、高速を狙っているという理解でよろしいですか。 

○山野基幹・衛星移動通信課長 そのとおりでございます。スターリンクはＫ

ｕ帯でございますが、Ｋａ帯のほうが高い周波数帯となりますので、電波が扱
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いにくく、若干技術的に高度なものが求められますが、スピードは出ますとい

うことで、アマゾンとしては、やはり高速通信を狙っているというところがあ

るのは間違いないかと考えてございます。 

○笹瀬会長 分かりました。２点目は、衛星の軌道が５９０キロメートル、６

１０キロメートル、６３０キロメートルの３段階になっていますが、何か理由

があるのでしょうか。 

○山野基幹・衛星移動通信課長 これは最終的に３,０００基ほど飛びますの

で、恐らくですが、グローバルに見て、いろいろな緯度、経度のところで衛星

を回すことによって、世界全体でのサービスをできるだけ効率的にカバーでき

ることから軌道を変えているというところもございますし、何かあったときの

リカバリーがしやすいというところもあるとも聞いてございます。基本的には

地球全体をうまく効率的に、しかも人が多いような都市部をカバーするための

配置と聞いているところでございます。 

○笹瀬会長 なるほど。分かりました。どうもありがとうございました。ほか

に何か質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、諮問

第２号は諮問のとおり改正することが適当であるという旨の答申を行います。

どうもありがとうございました。 

 

（２）無線局（基幹放送局を除く。）の開設の根本的基準等の一部を改正する省

令案（高高度プラットフォーム（ＨＡＰＳ）に搭載して使用する無線システム

の導入に係る制度整備）（諮問第３号） 

（３）周波数割当計画の一部を変更する告示案（高高度プラットフォーム（Ｈ

ＡＰＳ）に搭載して使用する無線システムの導入に係る制度整備）（諮問第４号） 

 

○笹瀬会長 それでは、引き続きまして、諮問第３号「無線局（基幹放送局を
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除く。）の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案（高高度プラットフォー

ム（ＨＡＰＳ）に搭載して使用する無線システムの導入に係る制度整備）」及び

諮問第４号「周波数割当計画の一部を変更する告示案（高高度プラットフォー

ム（ＨＡＰＳ）に搭載して使用する無線システムの導入に係る制度整備）」につ

きまして、五十嵐移動通信課長及び小川電波政策課長から御説明どうぞよろし

くお願いいたします。 

○五十嵐移動通信課長 おはようございます。移動通信課長の五十嵐です。 

 まず、資料の１番、諮問の概要について御説明いたします。こちらは、高度

２０キロメートルから５０キロメートルまでに存在する成層圏を飛ぶプラット

フォーム、以後「ＨＡＰＳ」と言いますが、こちらに携帯電話基地局などを搭

載して通信できるようにするというものでございます。言わば空飛ぶ基地局と

も言えるものでして、これが導入可能になりますと、離島、海上、山間部等も

含めた効率的な携帯電話のエリア化や、災害などで地上のインフラが使えない

場合であっても通信手段の確保が可能になると見込まれております。 

 こうした状況を踏まえまして、情報通信審議会において、昨年７月から高高

度プラットフォーム（ＨＡＰＳ）の技術的条件について検討が行われてきまし

て、１１月に総務省は情報通信審議会から答申をいただきました。本件は、Ｈ

ＡＰＳに搭載して使用する無線システムの導入に関する制度整備を行うため、

無線局（基幹放送局を除く）の開設の根本的基準などの一部を改正するという

ものでございます。 

 次に、２番の改正概要を御説明します。ＨＡＰＳの導入に関する規定の整備

の１点目としまして、陸上移動業務の定義の改正、それから、新たな局種とし

て高高度基地局を規定いたしました。根本的基準、電波法施行規則、無線局免

許手続規則を改正するものとなります。 

 ２点目に、携帯無線通信を行う無線局のくくりに高高度基地局を追加するた



-20- 

めに、根本的基準、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線局運用規則及

び無線設備規則を改正いたします。 

 ２ページ目になります。３点目に、固定局及び高高度基地局の技術基準や、

地表面における電力束密度、いわゆるＰＦＤと呼ばれる制限などの運用条件の

規定、それから、技適の対象となる特定無線設備に位置づけるための規定の整

備としまして、無線局運用規則、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合

証明等に関する規則を改正いたします。 

 加えてその他としまして、ＨＡＰＳの運用範囲に合わせた端末の移動範囲に

関する規定の整備のために、電波法施行規則、無線局免許手続規則を改正いた

します。本件の施行期日は公布の日を予定しております。 

 ４点目、意見募集の結果については、後ほど詳しく御紹介いたしますが、こ

こでは件数のみ申し上げますと、昨年１２月１２日から本年１月１５日までの

期間において実施したところ、９件の意見提出をいただいております。 

 続きまして、３ページを御説明いたします。上の囲みの２つ目の矢尻に記載

のとおり、ＨＡＰＳの導入に向けては、昨年５月に電波法を改正しまして、電

気通信業務用基地局等の開設場所を「陸上」から、成層圏となる５０キロメー

トル以下の高さの空域を含む「陸上等」へと拡張しております。このような状

況も踏まえて、本件制度整備を行います。 

 下に制度整備のイメージ図をお示ししておりますが、従来、右側の図のとお

り、地上基地局と端末との間のやり取りであった無線通信について、左側、制

度整備後はＨＡＰＳに搭載される高高度基地局及び固定局、並びに地上に設置

される固定局、これらを通じて、上空と地上との無線通信によりエリア構築が

可能になるというものです。 

 今回の制度改正で追加する技術基準としましては、左の枠内の上のほうにあ

る黄色い字、①のＨＡＰＳに搭載する固定局が発する電波に関するものという
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のが１つ、それから、枠内右下の黄色い字、②のＨＡＰＳと通信をする地上の

固定局が発する電波に関するものというのが２つ目、そして、同じ枠内左上の

青い字の③のＨＡＰＳに搭載する高高度基地局が発する電波のもの、この３つ

になります。なお、ＨＡＰＳと通信をする携帯電話端末の技術基準は、現在使

っております地上の技術と同じものとなりますため、追加は不要です。 

 ４ページ目が、省令の主な改正事項について記載しておりますが、先ほどの

御説明のとおりの内容でございます。 

 ５ページ目には、御参考として、今回新設あるいは改正する関連の告示を一

覧でお示ししております。 

 ６ページ目から８ページ目までは、御参考としまして、先ほどの①から③ま

でに当たります、情報通信審議会において取りまとめいただいた３つの技術的

条件をお示ししております。なお、ＨＡＰＳに関しては、既に複数の事業者の

参入が見込まれている状態であり、将来的にさらなる事業者の参入も見込まれ

ることから、特に固定局については、できるだけ汎用性の高い技術基準を策定

することを目指して検討が行われてきました。また、既存の無線システムのほ

うを前提として、適切な電波の質の維持に必要な最低限度の技術的条件を設定

しております。こうした内容について、先ほど御説明しました無線設備規則等

に反映しておる次第でございます。 

 続きまして、資料の９ページ目から１５ページ目にかけてです。今回の省令

改正案などに対する意見募集で提出された意見と、それに対する総務省の考え

方を記載したものでございます。ナンバー１から４までは御賛同の御意見で、

個人、テレコムエンジニアリングセンター、ＮＴＴドコモ、ソフトバンクから

いただきました。なお、４番目のソフトバンクの御意見の後半部分については、

柔軟な制度運用に係る御要望ということで、今後の検討の参考とさせていただ

きます。 
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 ナンバー５から７までは、省令の改正案について、個人の方、テレコムエン

ジニアリングセンターから、体裁的な修正と記載が不足している旨の御意見を

いただいておりまして、いずれも御意見のとおり修正を行いました。 

 ナンバー８については、スカパーＪＳＡＴより、今後ＨＡＰＳ用に新たな周

波数を追加する場合には、国際電気通信連合が定める無線通信規則等にのっと

った検討及び運用が必要であるという御意見をいただいております。無線通信

規則において特定されている以外の周波数について、現時点で日本においてＨ

ＡＰＳへの割当てを行う想定はございませんので、今後の参考とさせていただ

きます。 

 併せて固定局の考え方については、地表面の特定地点に開設されるものを前

提としてきたという御指摘があるのですが、必ずしも当たるものではございま

せんで、固定業務の定義が変更されることについての御懸念をお示しいただい

たということでありますので、改めて適切な規定ぶりについて検討しまして、

その結果、現行の規定を維持することといたしております。 

 ナンバー９、１０では、ソフトバンクから、記載誤りと現行規定の不足につ

いての御指摘をいただいておりまして、いずれも御意見のとおりの修正を行い

ました。 

 ナンバー１１は個人の方から、固定局のスプリアス発射の強度の許容値また

は不要発射の強度の許容値に関する御意見です。この項目については、情報通

信審議会において、帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値を前提

として既存無線システム等の共用検討を行っていることから、一部答申に基づ

き原案のとおりとしております。 

 ナンバー１２は個人の方からで、告示における電力束密度の規定に関する「未

満」か「以下」かの御指摘です。この規定は世界無線通信会議の決議に一致さ

せた記載としていたものなのですが、御指摘を受けて、この会議における審議
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過程を改めて確認しまして、また、ほかの項目における規定ぶりに鑑みまして、

御意見を踏まえて、「９０度未満」としていたところを「９０度以下」に修正い

たします。 

 ナンバー１３、１４は個人の方とテレコムエンジニアリングセンターから、

告示の改正案について、また、ナンバー１５は、個人の方から電波法関係審査

基準の改正案について、体裁上の修正と記載の不足の御意見をいただいており

ます。いずれも御意見のとおり修正を行っております。 

 ナンバー１６、スカパーＪＳＡＴから、御意見のうち前半については宇宙研

究業務について、また、後半のほうは地球探査衛星業務、ＥＥＳＳと呼んでい

ますが、こちらについての共用条件に関する御意見となっております。ＥＥＳ

Ｓについては、国際電気通信連合において、宇宙運用業務と同一の共用検討の

諸元をもって扱われているということがあり、宇宙運用業務等の共用検討結果

に包含されるものですので、原案のとおりとさせていただいております。 

 ナンバー１７のソフトバンクからの御意見のうち１点目についてですが、こ

の規定の後半の「その他の有害な混信を生じさせないための措置」がまさにそ

の趣旨の記載となることから、原案のとおりとさせていただいております。 

 ２点目の御意見とナンバー１８の御意見については、いずれも御意見をいた

だいたとおりの修正を行っております。 

 ナンバー１９の御意見については、固定局のうち地上のＨＡＰＳゲートウエ

イ局と固定無線アクセス、ＦＷＡと言っていますが、との干渉調整について十

分な離隔距離が確保される場合、ＦＷＡに対して干渉を与えないことが明らか

な場合は必ずしもその調整を要しないこととするという御要望をいただいてい

るものです。こちらは、情報通信審議会の一部答申に示された共用条件に基づ

いて制度整備を行っているものでありまして、原案のとおりとしております。 

 ナンバー２０については、国立天文台より賛同の御意見をいただきました。 
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 その他の御意見といたしまして、ナンバー２１、個人の方からダークウェブ

に関する御意見をいただいております。この御意見については、本意見募集の

対象外と考えます。 

 本案件の御説明は以上となります。御審議のほう、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○小川電波政策課長 引き続き第４号について併せて御説明をさせていただき

ます。電波政策課長の小川でございます。 

 ただいま御説明のございました諮問第３号に関連いたしまして、本件につき

ましては、高高度プラットフォーム（ＨＡＰＳ）に搭載して使用する無線シス

テムの導入に係る制度整備のうち周波数割当計画の変更を行うことについてお

諮りするものでございます。 

 諮問第４号説明資料の１ページの２、変更概要のところでございますが、高

高度プラットフォーム（ＨＡＰＳ）に搭載して使用する無線システムを導入す

るために、周波数割当表第３表に電気通信業務用（固定）を追加し、別表１０

―２に高高度基地局用周波数帯を追加するというものでございます。 

 資料の２ページ目を御覧いただければと思いますが、周波数割当計画の一部

変更の概要をお示ししております。 

 まず上の段、周波数割当表の第３表につきまして、右側、変更後の表でござ

いますけれども、赤字のところ、無線局の目的に電気通信業務用を追加するこ

と、それから、このページの下段でございますけれども、別表１０－２の周波

数表のところでございますけれども、従来基地局用周波数帯となっていたとこ

ろを基地局及び高高度基地局用周波数帯とするとともに、高高度基地局用の周

波数帯を追加するというものでございます。 

 １ページに戻っていただきまして、施行期日につきましては、答申をいただ

いた場合は速やかに周波数割当計画を変更いたします。また、４番の意見募集
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の結果につきましては、本件に係る意見の提出はございませんでした。 

 諮問第４号の説明は以上でございます。併せて御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、併せて質疑応答にし

たいと思います。御質問、御意見、どうぞよろしくお願いいたします。順番に

お伺いしていきます。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 御説明ありがとうございました。いずれも適切な内容だと思い

ます。同意いたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございます。長田です。同じく同意いたします。よろ

しくお願いします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 御説明ありがとうございます。いずれの諮問事項につきましても

同意いたします。 

 以上でございます。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございました。私も、いずれの案にも賛同させ

ていただきます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。私も、両方ともこれでいいと思

います。どうもありがとうございました。それでは、ほかに御質問ございませ

んでしょうか。 
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 それでは、諮問第３号及び諮問第４号はそれぞれ諮問のとおり改正、変更す

ることが適当であるという旨の答申を行います。どうもありがとうございまし

た。 

○五十嵐移動通信課長 どうもありがとうございました。失礼いたします。 

 

（４）無線設備規則等の一部を改正する省令案（２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステム

の高度化に係る制度整備）（諮問第５号） 

（５）周波数割当計画の一部を変更する告示案（２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステム

の高度化に係る制度整備）（諮問第６号） 

 

○笹瀬会長 続きまして、諮問第５号「無線設備規則等の一部を改正する省令

案（２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステムの高度化に係る制度整備）」及び諮問第６号

「周波数割当計画の一部を変更する告示案（２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステムの高

度化に係る制度整備）」につきまして、小原基幹通信室長及び小川電波政策課長

から御説明どうぞよろしくお願いいたします。 

○小原基幹通信室長 基幹通信室の小原です。よろしくお願いいたします。諮

問第５号について御説明させていただきます。 

 まず、１ページ目から、諮問の概要でございますが、２６ＧＨｚ帯及び４０

ＧＨｚ帯において、５Ｇ候補周波数の確保が必要とされております中、既存無

線通信システムの移行先としまして、２２ＧＨｚ帯が候補となっております。

その円滑な移行を実現するために、天候によらず安定した大容量伝送の実現が

求められています。一方で、現在の２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステムの課題も踏ま

えまして、きちんと高度化を図るという点と、また、ＦＷＡが光ファイバーの

敷設できない地域においても整備可能というところで、災害時の活用という点

でも期待されております。 
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 こういった背景を踏まえまして、令和７年から情報通信審議会におきまして、

２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステムの高度化に関する技術的条件について審議が行わ

れ、昨年１２月に一部答申を受けております。この答申を踏まえまして、関係

規定の整備を行うため、今般、無線設備規則等の一部を改正する省令案につい

て諮問させていただくものです。 

 ２番目の改正概要ですけれども、ここに掲げております無線設備規則、無線

局免許手続規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則につきまし

て、２２ＧＨｚ帯ＦＷＡ高度化システムの導入のために、技術基準に係る規定

の整備等を行うものです。 

 また、施行期日につきましては、答申をいただけましたら、速やかに改正を

行いまして、公布日の施行を予定しております。 

 また、４番目の意見募集の関係ですが、令和７年１２月１８日から令和８年

１月２１日まで行い、意見の提出が７件ございましたので、後ほど御説明させ

ていただきます。 

 資料の２ページ目でございます。２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステムの高度化に関

する全体的な概要でございます。上の枠内は先ほど申し上げたところと重なり

ますが、まず左下の図のとおり、周波数再編に伴いまして、２６ＧＨｚ帯及び

４０ＧＨｚ帯から、それぞれのＦＷＡについて２２ＧＨｚ帯への移行が想定さ

れるところでございます。 

 一方で、右の上の図が現在の２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステムの通信イメージと

思っていただければと思います。こちらにつきましては、右に行くほど豪雨に

なっておりますが、気象条件が厳しくなるほど通信性能が低下するという課題

がございます。一方で、その下の図にありますとおり、今回の高度化によりま

して、気象条件を問わず大容量かつ高速の通信を実現するということを図って

おります。 
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 資料の３ページ目でございます。ただいま申したように、２２ＧＨｚ帯のＦ

ＷＡを高度化することによって、通信容量の拡大や高速化が期待されるのです

が、そういったものについて、具体的にどういった場面での利用がされるかと

いうものでございます。 

 まず、左図のように、例えば河川をまたいでいて、光ファイバーの敷設が困

難であるような場合や、真ん中のイベント時のように、一度に多くのお客さん

がスマートフォンを使って動画の送信等を行い、通信が不安定になることが想

定される場合に、ＦＷＡを活用できると考えております。ＦＷＡは可搬型のも

のもございますので、こういった際にＦＷＡも併用することによって安定した

通信を実現するといった利用も考えられます。 

 また、一番右ですけれども、災害時において有線の回線が断線した場合にも

２２ＧＨｚ帯ＦＷＡ高度化システムを使うことによって迅速に回線を復旧させ、

さらには災害に関する情報の共有や対応を行うことができるといった部分でも

活用が期待されると考えております。 

 ４ページ目に参りまして、今回改正する省令等の具体的な内容です。まず、

無線設備規則につきまして、今回お示しいただいた２２ＧＨｚ帯ＦＷＡ高度化

システムの技術的条件を踏まえまして、技術基準の追加等を行っております。

また、無線局免許手続規則につきましては、既存設備等の干渉回避のために、

免許申請時に無線設備の主な使用場所の緯度及び経度等を記載することとして

おります。また、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則につきまし

ては、無線局免許に係る手続の簡素化のため、現行の制度と同様に２２ＧＨｚ

帯ＦＷＡの高度化システムにつきましても、特定無線設備とすることとしてお

ります。また、一番下に書いておりますが、この後の諮問事項であります周波

数割当計画の改正等も行うこととしております。 

 ５ページ目が、情報通信審議会の一部答申でお示しいただきました２２ＧＨ
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ｚ帯ＦＷＡ高度化システムの主な技術的条件でございます。先ほど申し上げた

ような、安定した、かつ高速な通信の実現のために、周波数範囲の拡張や斜め

偏波の追加、あるいは降雨減衰補償技術、雨が降ったときに帯域幅の拡張等に

よって安定した通信を実現するといった技術の導入について掲げられておりま

す。 

 続きまして、６ページ目以降でパブリックコメント、意見募集の結果につい

てです。 

 まず、１番と２番につきましては、ＮＴＴドコモからとＵＱコミュニケーシ

ョンズからの御意見でございまして、賛同意見としております。 

 また、３番のＫＤＤＩからの意見につきましては、２２ＧＨｚ帯の周波数の

電波を使用する陸上移動業務の無線局という新たな定義を今回省令に置いてお

り、それに伴いまして、無線設備規則の別表において改正が必要になる部分に

ついて、一部改正が漏れていた点を御指摘いただいたものでして、そのとおり

改正を行うものでございます。 

 また、４番のソフトバンクからの御意見です。前半部分につきましては、賛

同及び御要望ということで承っております。また、後半部分ですが、こちらに

つきましては、元々の案では可搬型ＦＷＡにつきまして、２２.０ＧＨｚから２

２.４ＧＨｚ帯を割り振ることを前提としまして、それに伴って干渉対応も必

要とするような規定を置いていたのですが、ソフトバンクからは、ここを２２.

０ＧＨｚから２２.４ＧＨｚ帯に限定せずに、２２.５ＧＨｚから２３.０ＧＨ

ｚ帯においても利用を可能とすることで、災害時の柔軟な対応が可能になるの

ではということです。こちらにつきましては、ごもっともであり、干渉の点で

も問題がないということで、そのとおり見直す形で告示を修正しております。 

 また、５番の国際電気からの御意見につきましては、原案で主な使用場所の

緯度と経度を記載するということにしていたのですが、干渉調整のためにはア
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ンテナの向きについても必要となるということで、適切な御指摘をいただきま

したので、無線局免許手続規則の別表について修正を行っております。 

 また、６番の国立天文台からの御意見については、これまでの議論等を踏ま

えて、今後きちんと運用調整を行っていただきたいというものでして、今回の

省令の改正に直接関わるものではないのですけれども、今後の電波法関係審査

基準等の改正の検討の際にきちんと対応するということとしております。 

 また、７番の個人の方からの御意見です。まず、前半で省令案を支持します

ということで賛同いただいているのですが、その後は、情報通信料の公共料金

化を求めるという内容でございまして、今回の省令改正とは内容が異なるもの

ですので、原案どおりとすることとしております。その後には御参考としまし

て、参照条文や諮問文、改正する省令案についてお付けしております。 

 御説明については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 

○小川電波政策課長 併せて諮問第６号についても御説明申し上げます。 

本件につきましては、諮問第５号に関連いたしまして、２２ＧＨｚ帯ＦＷＡ

システムの高度化に係る制度整備のうち、周波数割当計画の変更を行うもので

ございます。資料の２の変更概要でございますが、２２ＧＨｚ帯ＦＷＡシステ

ムの高度化のため、周波数割当表第３表を変更し、周波数割当計画別表１０－

１に無線設備規則第２４条第１４項に規定する２２ＧＨｚ帯の周波数の電波を

使用する陸上移動業務の無線局で使用する周波数ブロック表を追加するという

ことについてお諮りするものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、答申をいただいた場合は、速やかに周波数割

当計画を変更することとしております。 

 ４番の意見募集につきましては、本件に関する意見の提出はございませんで

した。 

 ２ページ目で、周波数割当計画の一部変更の概要について御説明をしており
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ます。まず、周波数割当表の第３表につきましては、右側の変更後におきまし

て、無線局の目的に電気通信業務用、公共業務用、放送業務用及び一般業務用

といった業務を適宜追加しております。また、周波数の使用に関する条件につ

きまして、割当ては別表１０－１によるということを追記しているものでござ

います。 

 ３ページでございますが、別表１０－１の第２項として、本件に関わる無線

設備規則第２４条第１４項に規定する２２ＧＨｚ帯の周波数の電波を使用する

陸上移動業務の無線局で使用する周波数ブロック表、右側の青い表でございま

すが、この周波数ブロック表を追加するものでございます。 

 簡単でございますが、諮問第６号についての御説明は以上でございます。併

せて御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。２つ併せて質問等よろしくお願

いいたします。順番にお伺いしていきます。 

 まず、大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 御説明ありがとうございました。いずれも適切な内容だと考え

ます。同意いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 ありがとうございます。長田です。両案とも必要な改正、変更だ

と思いますので、同意いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 御説明ありがとうございます。西村です。私も両案ともに同意い

たします。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 
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 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私も両案に賛成いたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。私も両案に賛同いたします。ほ

かに質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第５号及び諮問第６号は、それぞれ諮問のとおり改正、変更

することが適当である旨の答申を行います。どうもありがとうございました。 

○小原基幹通信室長 ありがとうございました。 

 

（６）周波数割当計画の一部を変更する告示案（９２０ＭＨｚ帯アクティブ系

小電力無線システムの宇宙利用に係る制度整備）（諮問第７号） 

 

○笹瀬会長 続きまして、諮問第７号「周波数割当計画の一部を変更する告示

案（９２０ＭＨｚ帯アクティブ系小電力無線システムの宇宙利用に係る制度整

備）」につきまして、小川電波政策課長から御説明をどうぞよろしくお願いいた

します。 

○小川電波政策課長 それでは、諮問第７号説明資料に基づきまして、周波数

割当計画の一部を変更する告示案（９２０ＭＨｚ帯アクティブ系小電力無線シ

ステムの宇宙利用に係る制度整備）について御説明申し上げます。 

 資料１ページ目の１の諮問の概要のところでございますが、近年、低軌道衛

星の普及や受信設備の性能向上等を背景といたしまして、地上で運用される９

２０ＭＨｚ帯の特定小電力無線局から送信される電波を人工衛星で受信するこ

とが技術的に可能となりつつございます。こうしたことを積極的に利用したい

というニーズが高まってきているところでございます。 

 このような状況を踏まえまして、総務省では９２０ＭＨｚ帯アクティブ系小

電力無線システムの特定小電力無線局の電波を宇宙において受信することにつ
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いて検討いたしました。昨年の１０月、情報通信審議会情報通信技術分科会に

対しまして、地上の端末が従来の利用形態のまま送信した電波を人工衛星が受

信するものであり、他国も含む他の無線システムに新たな影響を及ぼすもので

はなく、無線通信規則（ＲＲ）の規定に従い、当該周波数帯における移動衛星

業務（地球から宇宙）について追加的に国内分配をすることが可能であるとい

う報告を行ったところでございます。こうしたことを踏まえまして、本件では

こうした利用を可能とするための周波数割当計画の一部を変更することについ

てお諮りするものでございます。 

 ２番の変更概要でございますが、９２０ＭＨｚ帯アクティブ系小電力無線シ

ステムの宇宙利用を可能とするため、周波数割当表の第２表を変更して、国内

周波数分配の脚注を追加するというものでございます。 

 ３の施行期日でございますが、答申をいただいた場合、速やかに周波数割当

計画を変更することとしております。 

 本件の意見募集につきましては、昨年の１２月２０日から本年１月２３日ま

での期間において実施をいたしまして、意見の提出が４件ございました。 

 それでは、２ページから本件の概要の説明をさらにさせていただければと思

います。ただいま御説明申し上げた９２０ＭＨｚ帯アクティブ系小電力無線シ

ステムの特定小電力の無線局につきましては、スマートメーター、あるいはセ

ンサーネットワーク、遠隔モニタリングといった長距離通信かつ低消費電力の

運用が求められる用途で現在広く活用されているところでございます。近年、

地上の端末が送信する信号を人工衛星で受信することによってカバーエリアを

拡大したいといった要望がございまして、所要の制度整備が求められていると

ころでございます。 

 具体的に、中段の左の絵を御覧いただければと思いますけれども、水色のエ

リアは都市部を表しておりますが、こういった小電力無線システム、ＩｏＴデ
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バイス等に搭載される無線システムについては、通常、地上の受信局で受信さ

れまして、データのやり取りが行われるということでございます。 

 一方、右側にございますオレンジ色で囲ってあるエリアは山間部等を表して

おりますところ、こういった山間部あるいは過疎地域等に設置をされましたＩ

ｏＴデバイスからは、地上の受信局まで電波が届かないことからデータ収集が

難しいといったようなこともございます。こういった場合に、地上のデバイス

が発する電波を人工衛星を通じて受信しましてデータを収集する、こういった

ニーズが出てきているということでございます。 

 こうしたことを踏まえまして、右側に書かれている文章でございますが、例

えばデジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会の報告書におきましても、

こういった利用形態につきまして、制度整備の検討なども進めることが適当で

あるといったような御提言をいただいております。また、その下にございます

規制改革実施計画におきましても、技術的な検討を進め、令和７年度中に所要

の措置を講ずるということも示されているところでございます。 

 こうした周波数の利用につきましては、国際電気通信連合、ＩＴＵの無線通

信規則（ＲＲ）に定めた国際分配に従って周波数を割り当てる必要があるとい

うのが原則でございます。今回のケースにつきましては、移動衛星業務（地球

から宇宙）というものに相当するものでございますが、上の囲みの３点目に記

載のとおり、９２０ＭＨｚ帯には移動衛星業務への国際分配はない状況になっ

ているということでございます。 

 一方、４点目に記載がございますように、無線通信規則（ＲＲ）の第４.４条

の規定、これは※２のところに記載がございます。一番下のところでございま

すが、このＲＲの規定に従って運用する無線局が行う業務に有害な混信を生じ

させないこと、それから有害な混信からの保護を要求しないこと、こういった

ことを条件に、各国の判断において周波数を割り当てることが可能といった規



-35- 

定がございます。こういった規定に基づきまして、周波数割当計画におきまし

て、本件に関する周波数の割当てを行うことが可能となっているところでござ

います。 

 本件につきましては、地上の端末が従来の利用形態のまま、地上端末から宇

宙空間に伝わる電波を人工衛星で受信しようというものでございますので、冒

頭御説明申し上げましたように、ほかの無線システムに新たな影響を及ぼすも

のではないことから、ＲＲ第４.４条の規定に基づきまして国内独自に分配を

しようというものでございます。 

 ３ページを御覧いただければと思います。周波数割当計画の一部変更の概要

について御説明しております。右側の変更後の表の国内分配のところでござい

ますが、赤字で書いてあるところ、脚注のＪ１０６Ａというものを今回新たに

追加するというものでございます。Ｊ１０６Ａにつきましては、この表の下に

赤字で記載しておりますとおり、小電力業務用の無線局によるこの周波数帯の

使用は、２次業務で移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務（地球から宇

宙）にも使用することができます。ただし、無線通信規則で定める周波数分配

表に従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局

からの保護を要求してはならないということで、ＲＲの４.４条に基づいた書

きぶりで、この脚注を追記しているということでございます。 

 ４ページを御覧ください。本件に関する意見募集に対して提出された意見及

び意見に対する総務省の考え方についてお示しをしております。本件に関する

意見募集について提出された意見の件数は４件でございました。５ページから

意見と総務省の考え方について示しております。５ページ以降で示しておりま

すけれども、基本的には本件について賛成の意見を頂戴しているところでござ

います。 

 この中で２番目の御意見につきましては、将来的な検討事項として、最大出
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力２５０ｍＷの陸上移動局についても検討してほしいといったような意見が出

ておりますが、これにつきましては今後の参考とさせていただきますというこ

ととしております。 

 また、４番の個人からの御意見の提出におきましては、脚注に関する御質問

がございまして、この御質問についてはお答えを記載させていただいたところ

でございます。 

 ７ページ以降、参照条文、諮問書、改正案を付けておりますが、説明は割愛

をさせていただければと思います。 

 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見、よ

ろしくお願いいたします。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 御説明ありがとうございました。適切な変更内容だと思います。

同意をいたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。ありがとうございます。私も適切な変更だと思います

ので、同意いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 西村です。御説明ありがとうございました。私も適切な告示案だ

と考えております。 

 以上です。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 



-37- 

○矢嶋委員 技術的にもしっかり検証されているようですので、異存ございま

せん。賛同いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。私から１点質問させてください。特定小

電力は２０ｍＷが上限だと思いますが、ここで受信できるものは、低軌道衛星

なのでしょうか、それとも静止衛星まで届くのでしょうか。当然こういう変更

をするには、衛星のほうもある程度見通しができていると思いますが、人工衛

星に関して、どういう衛星を考えておられるのでしょうか。 

○小川電波政策課長 この点については、基幹衛星移動通信課長の山野から答

えていただきます。 

○山野基幹・衛星移動通信課長 山野から説明させていただきます。実際、現

在は実験試験局という形で、既に衛星での受信等々の技術的検証を行っている

企業がございまして、アークエッジ・スペースなどでございますが、低軌道に

非静止の衛星通信システムを飛ばしまして衛星コンステレーションを計画して

います。先ほどのＡｍａｚｏｎ Ｌｅｏのような大型の通信を行うものではな

く、もっと小型の衛星だと聞いてございます。基本的には低軌道に複数の衛星

を打ち上げて、衛星コンステを組み、そことのやり取りをするというところで

ございます。ですので、静止軌道ではなく非静止の低軌道のコンステレーショ

ンを想定しているところでございます。 

○笹瀬会長 分かりました。非静止衛星だとすると、当然コンステレーション

といっても、ＩｏＴデバイスですから、間欠的にデータを少ししか送らないと

いうことで、ある程度遅延があっても問題なく、たまたま衛星が見えるところ

に来たときにうまくデータを取るという理解でよろしいですね。 

○山野基幹・衛星移動通信課長 はい、そのとおりでございます。基本的には

温度データですとかダムの監視等が想定されますので、リアルタイムというよ

りは定期的にデータを取るという使い方が主となります。 
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○笹瀬会長 たくさん衛星を打てるわけではなく、データも高速・大容量が必

要なものではないということかと思います。 

○山野基幹・衛星移動通信課長 おっしゃるとおりです。 

○笹瀬会長 分かりました。私もこの意見には賛成です。パッシブ系で、アク

ティブといっても受けるほうは受けるだけであり、片方向通信なので特に問題

ないと思います。 

 もう１つ質問です。パブリックコメントにあったように、２５０ｍＷになる

と結構飛ぶのですが、これはそういうニーズがあるのでしょうか。検討はこれ

からだと思いますが、電力を増やすことによってかなり対応が変わるのでしょ

うか。 

○山野基幹・衛星移動通信課長 こちらは元々、規制改革等の要望として、北

九州市、ＱＰＳ研究所等の大変意欲のあるベンチャー企業、衛星系の企業がご

ざいますが、北九州市等からまずは特定小電力、免許不要局に関して、今は実

験試験局を取得しているがきちんと周波数割当計画に書いて使えるようにして

ほしいといったニーズがありまして、これを踏まえ今回改正させていただいて

いるものでございます。ご指摘のとおり、免許局、例えば２５０ｍＷになりま

すと、電力が大きいのでかなり遠くまで飛ぶのは間違いないというところでご

ざいますが、今回はあくまでも免許不要の特定小電力のみで制度化をするもの

でございます。テレメーターやテレコントロール等々、データ伝送用としては

これでも十分ニーズに応えられるということで、企業のほうでも検討をされて

いるところでございます。今後、ニーズが出てきた段階で、他のデバイスへの

影響等を検証しなければなりませんが、また免許局である２５０ｍＷの高出力

のほうでの宇宙での受信についても、国際動向も踏まえながら検討していきた

いと思ってございます。それはニーズが出てくればということかと考えてござ

います。 
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○笹瀬会長 分かりました。どうもありがとうございます。私はこの諮問に関

しては賛同いたします。 

 以上です。 

 ほかに追加の質問、御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第７号は諮問のとおり変更することが適当である旨の答申を

行います。どうもありがとうございました。 

○小川電波政策課長 どうもありがとうございました。 

 

（７）２６ＧＨｚ帯における第５世代移動通信システムの普及のための価額競

争実施指針案（諮問第８号） 

 

○笹瀬会長 続きまして、諮問第８号「２６ＧＨｚ帯における第５世代移動通

信システムの普及のための価額競争実施指針案」につきまして、佐藤移動通信

企画官から御説明どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤移動通信企画官 それでは、諮問第８号の説明資料に基づきまして、２

６ＧＨｚ帯における価額競争、いわゆる周波数オークションの実施指針案につ

いて御説明をさせていただきます。価額競争の具体的な実施方法やルール等を

定めました価額競争実施指針案、総務省告示案につきましては、昨年１２月１

５日に報道発表を行いまして、翌日１６日から本年１月１９日まで意見募集を

実施いたしました。その結果として、計１６件の御意見が寄せられたところで

ございます。 

 実施指針案の内容については、昨年１２月の電波監理審議会において御説明

させていただきましたので、詳細については割愛させていただきますが、２ペ

ージ目以降、概要を簡単に御説明した後に、寄せられた御意見とその意見に対

する考え方について御説明をしたいと思います。 
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 ３ページ目になります。今回の価額競争におきましては、２６ＧＨｚ帯のう

ち共用可能性の高い帯域について、全国枠を４００ＭＨｚ幅１枠、地域枠を２

００ＭＨｚ幅１枠ずつ設けることとしまして、地域枠については市町村を割当

区域としまして、地域事業者、新規事業者向けの専用枠としたところでござい

ます。対象となる無線システムは５Ｇ、認定期間は１０年としております。 

 ４ページ目になります。今回の価額競争による割当てに向けた主な流れは、

投影のスライドのとおりでございまして、答申をいただければ速やかに参加申

請の受付を開始しまして、価額競争の実施に向けた手続を進めていきたいと考

えております。 

 ５ページ目になります。価額競争の参加資格に係る主な審査事項、こちらに

ついてもこのスライドのとおりということでございまして、価額競争の公正な

実施の確保、あと無線局の運用に必要な能力の確保の観点から審査事項を設け

ているところでございます。 

 ６ページ目になります。最低落札価額につきましては、周波数の経済的価値

を踏まえて算定をいたしておりまして、保証金については最低落札価額の１

０％としております。 

 ７ページ目になります。今回の価額競争の方式になります。総務省が金額を

提示しまして、参加者は入札の有無を判断する同時時計オークション方式を採

用するということでございます。全ての単位について、最も高い金額を入札し

たものが１者以下となるまで価額競争を継続して実施するということになって

おります。 

 ８ページ目になります。積極的な入札行動を促すためのルールとして、入札

ポイント制を採用いたします。下になりますが、暫定落札の撤回については、

地域枠のみ断片的な落札が生じるリスクも考慮しまして、隣接している区域の

み１回限り認めることとしたいと考えております。 
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 ９ページ目になります。談合等の競争阻害的な行動を抑止するためのルール

を設けるとともに、価額競争の公正を害した場合には、このスライド記載のよ

うな措置を適切に講じていきたいと考えております。 

 １０ページ目になります。落札者が遵守すべき事項として、無線局の開設、

無線局の適正かつ安定的な運用の確保、その他事項等を設けているところでご

ざいます。 

 １１ページ目以降、実施指針案に関わる意見募集の結果及びそれらの意見に

対する総務省の考え方を御説明したいと思います。 

 まず、意見１は賛同の御意見ということで割愛をさせていただきます。 

 意見２は、価額競争に向けた準備に関する御意見でございます。それに対す

る考え方としまして、事前準備を遺漏なく速やかに進めてまいるとしておりま

す。 

 意見３は、インフラシェアリングや無線局の開設期限、あと認定期間終了後

の取扱いに関する御意見になります。それに対する考え方としまして、今後の

検討の参考にさせていただくとともに、無線局の開設期限は認定日から一定の

期間を設けていること、認定期間終了後については電波の有効利用評価等を踏

まえて対応する旨を記載しているところでございます。 

 意見の５から９までにつきましては、こちらはいずれも楽天モバイルから御

意見をいただいたところでございます。価額競争の制度設計や実施時期、あと

割り当てる帯域、今後の価額競争の検討の在り方等について御意見をいただい

ておりまして、それぞれの御意見に対する考え方は記載のとおりということで

ございまして、利用意向調査の結果等を踏まえて、価額競争の実施時期や内容

を検討していること、また、今後の価額競争の在り方については、周波数再編

アクションプランや電波の利用ニーズ等を総合的に勘案して改めて検討すると

記載をしております。 
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 次に、意見１０、１３ページの一番下になりますが、ミリ波の活用促進に関

する御意見でございます。こちらについても、今後の検討の参考とさせていた

だくとしております。 

 次に、意見１１では、今回の価額競争の割当ての対象とならない帯域の割当

て等について御意見をいただいております。それに対する考え方としまして、

周波数再編アクションプランや電波の利用ニーズ等を踏まえて検討していくと

しております。 

 意見１３につきましては、こちらは阪神電気鉄道等６者連名でいただいた御

意見になりますが、必要に応じてグループ内で連携をしつつ価額競争に参加で

きるようにしてほしい旨の御意見をいただいております。これを踏まえまして、

地域ごとに連携をする複数の者が一体として価額競争に参加することが可能と

なるよう指針の規定を修正することとしております。修正の内容については、

１８ページ目を御参照いただければと思います。 

 意見１４から１６までにつきましては、こちらはスカパーＪＳＡＴから、同

じ周波数帯で運用されている人工衛星局との関係で御意見をいただいておりま

す。こちらに対する考え方としまして、まず意見１５については、これを踏ま

えて周波数割当計画と記載をそろえる形で修正を行うとともに、意見１６を踏

まえまして、混信対策の対象として、地球探査衛星業務又は宇宙研究業務を行

う地球局と一体として運用される２５.５ＧＨｚを超え２７ＧＨｚ以下の周波

数の電波を受信する受信設備がこちらについて含まれるよう修正を行っている

というところでございます。内容についても、同じく１８ページ目を御参照い

ただければと思います。 

 意見１９については暫定落札の撤回についての御意見でございまして、それ

に対する考え方としまして、今後の価額競争における割当ての際には改めて検

討を行うという旨記載をしております。 
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 意見２１については、こちらはＪＴＯＷＥＲから地域枠について、既存全国

事業者の関係事業者であっても、周波数利用の公平性の確保等を前提に、当該

全国事業者のネットワークの補完利用、いわゆるインフラシェアリングを認め

てほしいという御意見をいただいております。この規定については、特定の者

への周波数の集中を潜脱的に防止する観点から設けられた規定でございますが、

いただいた御意見や地域枠が市場環境等に与える影響、またミリ波の有効活用

といった観点を踏まえまして、他の全国事業者も含め、公平な取扱いが確保さ

れることを前提に、関係事業者であっても当該全国事業者のネットワークの補

完利用を認める旨、告示案の修正を行っているところでございます。修正の中

身については、１８ページから１９ページ目を御参照いただければと思います。 

 また、意見２２につきましては、隣接周波数帯である２８ＧＨｚ帯との共用

に関する御意見でございます。それに対する考え方としまして、無線局免許の

審査事項に必要な混信対策を定める予定としている旨を記載しております。 

 意見２３につきましては、最低落札価額の算定方法に関する御意見になりま

す。それに対する考え方としまして、２６ＧＨｚ帯におけるオークションの事

例数が多くないことも踏まえまして、適正に最低落札価額を算定するため、で

きるだけ幅広く諸外国の事例を参照した上で、全体の傾向を大きく外れる特異

値については参照事例の対象外としているという旨記載をしているところでご

ざいます。 

 意見２５については、価額競争によって割り当てられた周波数の有効利用評

価に関する御意見になります。それに対する考え方としまして、電波の有効利

用評価の在り方につきましては、電波監理審議会において検討される旨、記載

をしております。残る御意見については、今後の検討の参考とさせていただく

と記載をしております。また、御意見を踏まえた修正に加えまして、技術的、

形式的な修正も行っているところでございます。 
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 説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 御説明どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御

説明に関しまして、御質問、御意見等よろしくお願いいたします。順番にお伺

いしていきます。 

 大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 御説明ありがとうございました。今後、具体的な参加申請等の

プロセスが進んでいくと、また新たな照会事項等いろいろ出てくると思います

が、これは最初の割当てになりますので、極力丁寧に御対応いただきながら、

しっかり進めていただければと思います。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。御説明ありがとうございました。今、大久保先生もお

っしゃいましたとおり、実際に現実的に実施していくためには、事業者の皆さ

んの中にも、まだ分からないことがたくさんあると思いますので、丁寧に対応

いただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 西村です。御説明ありがとうございます。この案で私は賛同いた

します。 

 ２点、細かいところで恐縮ですが、お教えいただければと思います。いずれ

も各社からの意見でございます。１つ目は、阪神電気鉄道その他６者の意見１

３になります。この意見の趣旨というのは、複数の者で連携、協調することが

やはり談合等協調行為と疑われる可能性があるため、それがないように同一の

申請主体として連携ができるように、そういう趣旨でこういう意見をおっしゃ
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っているのかというのが１点目でございます。 

 ２点目はＪＴＯＷＥＲの意見２１になります。今回、修正でただし書という

ものを１９ページ辺りで入れていただいたのですが、このただし書の審査につ

いては、これは参加申請の段階で審査かつ評価を行うというような理解でしょ

うか。２点、非常に細かくて恐縮ですが、お教えいただければと思います。 

 以上です。 

○佐藤移動通信企画官 御質問ありがとうございます。まず１点目の阪神電気

鉄道その他６者からの御意見でございますが、こちらについては、阪神電気鉄

道の下に、関係会社としてケーブル会社等、複数の事業者がおられるというこ

とでございます。こちらが個々にこの価額競争についての対応を判断されると

いうことになりますので、必要に応じて親会社のほうでしっかり情報共有しな

がら進めていきたいというような御意向もあったところでございます。我々と

しましては、１つの区域で共同入札をするような行為については、いわゆる談

合等につながる可能性があるので、やはりそこは一定のルールが必要だろうと

は考えておりました。しかし今回の阪神電気鉄道につきましては、異なる区域

で連携をして対応するというようなお話でございましたので、いわゆる複数の

区域で行う場合には１つの申請として扱うことによって、入札の適正性を確保

しつつ、グループ内で連携も行えるというようなことも可能になるのではない

かということでございますので、それを踏まえて今回、指針案の修正を行った

ところでございます。 

 ２点目のＪＴＯＷＥＲの御意見になります。こちらについては、落札後に遵

守しなければならない事項として、この規定を入れているところでございます。

ですので、仮にＪＴＯＷＥＲが落札した場合には、公平な取扱いをしっかり遵

守してもらうというところで、その旨を我々総務省としてチェックをしていく

というような方向で、規定を修正しているところでございます。 
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 以上です。 

○西村委員 よく分かりました。ありがとうございます。２点目のＪＴＯＷＥ

Ｒのほうは、あくまでも落札後の遵守事項でのモニタリングといいますか、総

務省が自らチェックを入れていく、あるいは報告をさせるという理解でよろし

いでしょうか。 

○佐藤移動通信企画官 はい。御指摘のとおりで結構でございます。実際落札

しましたら、我々も定期的に無線局の開設状況等、そういった取組の報告を求

めることになっておりますので、その報告の枠組みの中で、こうした遵守状況

についてもしっかりチェックをしていきたいと考えているところでございます。 

○西村委員 よく分かりました。ありがとうございました。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。意見募集で提出された意見を拝読

いたしますと、新しい制度に対する懸念が示されておりまして、内容にはそれ

ぞれ理解できるところもあるところですので、実際に意見に対して真摯に御対

応いただけるものだというふうに意見に対する考え方を読んで思いました。新

制度ですので、当初の導入時で想定したことを外れて、思いがけないようなこ

とも出てくるかと思いますので、慎重かつ段階的に案件を進めていただければ

と願っております。 

 以上となります。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 私から１点質問させてください。鉄道会社からグループでやりたいという意

見がありましたところ、２６ＧＨｚ帯というのは、ミリ波でかなり周波数帯は

高いですが、逆に言うと、近距離でデータが大量に取れますよね。例えば観光

地で、周辺の地図やグルメの情報等、そういうものを一括して駅の改札で得た
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いというニーズがある可能性は、結構高いと思います。そういうことを考える

と、地域枠でいろんな市、例えば、近畿だと奈良や京都の観光都市でまとめて、

幾つかの地域で個別に応募してきた場合に、優先的なものはないのでしょうか。 

 というのは、電車だとある程度まとまって欲しいと分かりますので、ある駅

ではそういうデータが取れるけれども、あるところではこのオークションに勝

てずにデータが取れなかったということが起こる可能性もあります。ユーザー

のニーズに従って、ある程度地域枠をまとめて取るとかそういうことは何も考

えてないという理解でよろしいですか。 

○佐藤移動通信企画官 御質問ありがとうございます。まさに２６ＧＨｚ帯を

どのように使っていくかというところも、しっかり参加事業者のほうで御検討

いただいて、それを踏まえて、いわゆる入札行動につなげていくのだろうとい

うふうに我々は認識しております。ですので、笹瀬会長が御指摘のとおり、例

えば複数の駅、沿線上でこういうミリ波を活用するような事例が想定される場

合には、その地域、その沿線の自治体について、恐らく複数の地域が入札をす

るとか、そういったことも当然考えるのではないかと我々としても想定をして

おります。そこは、まさに参加事業者の御判断に委ねられるものと我々として

は認識をしているところでございます。 

○笹瀬会長 分かりました。こういうニーズが高まって、オークションで周波

数を有効に使っていただくことが一番大きいと思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。とにかく周知が一番重要だと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 ほかに御質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第８号は諮問のとおり制定することが適当である旨の答申を

行いたいと思います。どうもありがとうございました。 

○佐藤移動通信企画官 ありがとうございました。 
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報告事項（有効利用評価部会） 

 

（２）有効利用評価部会の活動状況 

 

○笹瀬会長 続きまして、報告事項「有効利用評価部会の活動状況」につきま

して、西村部会長から御説明どうぞよろしくお願いいたします。 

○西村委員 部会長の西村でございます。それでは、報告資料に基づきまして、

部会の活動状況について御報告申し上げます。 

 １月期の電波監理審議会以降、部会につきましては、１月２１日に第５５回

会合を開催いたしました。この会合におきましては、現在意見募集中の令和７

年度携帯電話及び全国ＢＷＡ等に係る電波の有効利用の程度の評価結果案に記

載してございます今後の検討課題の各項目につきまして、評価方針の改定など

対応方針について議論をした次第でございます。 

 その中で、本日も複数御議論があったところではございますが、ＮＴＮに係

る評価の検討に向けまして、有効利用評価の概念整理についても併せて議論し

ております。今月２６日に開催される予定の部会におきましては、先ほど申し

上げました令和７年度の携帯電話等の評価結果案に係る意見募集結果、それと

評価方針の改定案について議論を行い、３月の審議会に報告を予定している次

第でございます。 

 部会からは簡単でございますが、報告は以上となります。よろしくお願いい

たします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。ただいまの御説明に関しまして、

何か御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、

ぜひ検討をよろしくお願いいたします。 



-49- 

○西村委員 ありがとうございました。 

○笹瀬会長 それでは、以上で本報告事項は終わりたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 それでは、総合通信基盤局の職員の方、御退室よろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員退室） 

 

閉    会 

 

○笹瀬会長 それでは、本日はこれにて終了いたします。 

 答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛てに御提出

ください。 

 次回の定例会の開催は、令和８年３月１１日水曜日の１５時からウェブ開催

を予定しております。 

 なお、現在調整いただいている追加で開催を予定する審議会の日程につきま

しては、別途事務局から御連絡いただきます。 

 それでは、本日の審議会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 


